
議案第１２号 

   

     令和５年度九十九里町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

   

   令和５年度九十九里町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

   (歳入歳出予算の補正) 

  第１条 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３，１９９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入 

歳出それぞれ２，２０８，７６９千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳 

出予算補正」による。 

 

    令和６年３月１日提出 

 

                                      九十九里町長  浅 岡  厚 

 

 

 



（歳　入） （単位 ： 千円）

1. 国 民 健 康 保 険 税 323,545 △23,716 299,829

1. 国 民 健 康 保 険 税 323,545 △23,716 299,829

2. 国 庫 支 出 金 1 8 9

1. 国 庫 補 助 金 1 8 9

3. 県 支 出 金 1,626,722 3,129 1,629,851

1. 県 補 助 金 1,626,721 3,129 1,629,850

4. 財 産 収 入 7 1 8

1. 財 産 運 用 収 入 7 1 8

5. 繰 入 金 221,491 17,379 238,870

1. 他 会 計 繰 入 金 123,534 △8,480 115,054

2. 基 金 繰 入 金 97,957 25,859 123,816

40,202 0 40,202

2,211,968 △3,199 2,208,769

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 わ る 額

 歳　　　      入　　　      合　　　      計 

－ 2 －

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計款 項

第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算 補 正



(単位 ： 千円）

2. 保 険 給 付 費 1,598,756 △3,200 1,595,556

4. 出 産 育 児 諸 費 5,043 △3,200 1,843

5. 保 健 事 業 費 36,048 0 36,048

2. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 27,231 0 27,231

6. 基 金 積 立 金 36,904 1 36,905

1. 基 金 積 立 金 36,904 1 36,905

540,260 0 540,260

2,211,968 △3,199 2,208,769

－ 3 －

（歳　出）

補　　正　　額 計款 項 補 正 前 の 額

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 わ る 額

 歳　　　      出　　　      合　　　      計 



（歳　入） （単位 ： 千円）

1.

2.

3.

4.

5.

　　

  

（歳　出） （単位 ： 千円）

2. 保 険 給 付 費 1,598,756 1,595,556

5. 保 健 事 業 費 36,048 36,048

6. 基 金 積 立 金 36,904 36,905

　　補正されなかった款に係わる額 540,260 540,260

   歳 出 合 計 2,211,968 2,208,769

計

財 産 収 入 7 1 8

繰 入 金 221,491 17,379 238,870

補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 わ る 額 40,202 0 40,202

－ 4 －

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１.　総　　括

款 補正前の額 補　正　額

歳 入 合 計 2,211,968 △3,199 2,208,769

款 補正前の額 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源

地方債 その他

△3,200 8 △3,208

0 0

△3,199 3,137 1 △6,337

国 民 健 康 保 険 税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

323,545

1

1,626,722

1 △4,177

△23,716

8

3,129

299,829

9

1,629,851

一般財源
国県支出金

0 △1,048 1,048

1 4,177



(款) 1.　国民健康保険税 (項) 1.　国民健康保険税 （単位 ： 千円）

 1. 一般被保険者 323,447 △23,716 299,731  1. 現年度課税 △23,716 ・医療給付費分現年度課税分 △17,725

国民健康保険 分 ・後期高齢者支援金現年度課税分 △5,991

税

323,545 △23,716 299,829

(款) 2.　国庫支出金 (項) 1.　国庫補助金

 2. 出産育児一時 0 8 8  1. 出産育児一 8 ・出産育児一時金臨時補助金 8

金 補 助 金 時金補助金

1 8 9

(款) 3.　県支出金 (項) 1.　県補助金

 1. 保険給付費等 1,626,721 3,129 1,629,850  1. 普通交付金 4,177 ・普通交付金 4,177

交 付 金  2. 特別交付金 △1,048 ・保険者努力支援分 △2,764

・特定健康診査等負担金 1,716

1,626,721 3,129 1,629,850

(款) 4.　財産収入 (項) 1.　財産運用収入

 1. 利子及び配当 7 1 8  1. 利子及び配 1 ・基金利子 1

金 当 金

7 1 8

(款) 5.　繰入金 (項) 1.　他会計繰入金

 1. 一般会計繰入 123,534 △8,480 115,054  1. 保険基盤安 △3,309 ・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） △3,309

金 定 繰 入 金

（ 保 険 税

軽 減 分 ）

 5.　繰入金

計

計

目

計

計

2.  歳　入

補正前の額 説　　                  明

- 5 -

補　正　額 計
節

金　　額区　　分



（単位 ： 千円）

 2. 保険基盤安 △2,378 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） △2,378

定 繰 入 金

（ 保 険 者

支 援 分 ）

 3. 未就学児均 33 ・未就学児均等割保険税繰入金 33

等割保険税

繰 入 金

 5. 出産育児一 △2,133 ・出産育児一時金等繰入金 △2,133

時金等繰入

金

 6. 国保財政安 △693 ・国保財政安定化支援事業繰入金 △693

定化支援事

業 繰 入 金

123,534 △8,480 115,054

(款) 5.　繰入金 (項) 2.　基金繰入金

 1. 国民健康保険 97,957 25,859 123,816  1. 国民健康保 25,859 ・国民健康保険会計基金繰入金 25,859

会計基金繰入 険会計基金

金 繰 入 金

97,957 25,859 123,816

計

計

目 補正前の額 説　　                  明

- 6 -

補　正　額 計
節

金　　額区　　分



3.  歳　出

(款) 2.　保険給付費 (項) 4.　出産育児諸費 （単位 ： 千円）

 1. 出産育児一時 5,040 △3,200 1,840 8 △3,208 18. 負担金補助 △3,200 ・出産育児一時金 △3,200

金 及び交付金

5,043 △3,200 1,843 8 △3,208

(款) 5.　保健事業費 (項) 2.　特定健康診査等事業費

 1. 特定健康診査 27,231 0 27,231 △1,048 1,048 ・財源更正

等 事 業 費

27,231 0 27,231 △1,048 1,048

(款) 6.　基金積立金 (項) 1.　基金積立金

 1. 国民健康保険 36,904 1 36,905 4,177 1 △4,177 24. 積 立 金 1 ・国民健康保険会計基金積

会計基金積立 　立金 1

金

36,904 1 36,905 4,177 1 △4,177

 6.　基金積立金

国県支出金 地方債 その他

- 7 -

目 補正前の額 補　正　額 計

計

計

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説　　   明特　  定　  財　  源
一般財源

計

区　　分 金   額


